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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 

 発令  ：平成24年3月14日号外厚生労働省告示第126号 

 最終改正：平成26年3月31日厚生労働省告示第190号 

 改正内容：平成26年3月31日厚生労働省告示第190号［平成26年4月1日］ 

 

○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 

〔平成二十四年三月十四日号外厚生労働省告示第百二十六号〕 

〔沿革〕 

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十四条の二十六第二項の規定に基づき、児童福

祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成二十

四年四月一日から適用する。 

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）第二十四条の二十六第二項

の規定に基づき、指定障害児相談支援（同項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。）

に要する費用の額は、別表障害児相談支援給付費単位数表により算定する単位数に別に厚生労働大

臣が定める一単位の単価を乗じて算定するものとする。 

二 前号の規定により指定障害児相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円

未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。 

前 文〔抄〕〔平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九〇号〕 

平成二十六年四月一日から適用する。 

別表 

障害児相談支援給付費単位数表 

１ 障害児相談支援費 

イ 障害児支援利用援助費 １，６０６単位 

ロ 継続障害児支援利用援助費 １，３０６単位 

注１ 障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支援事業者（法第２４条の２６第１項第１号に

規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。）が、障害児相談支援対象保護者（同

項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。）に対して指定障害児支援利用

援助（同号に規定する指定障害児支援利用援助をいう。以下同じ。）を行った場合に、１月

につき所定単位数を算定する。 

２ 継続障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支援事業者が障害児相談支援対象保護者に

対して指定継続障害児支援利用援助（法第２４条の２６第１項第２号に規定する指定継続障

害児支援利用援助をいう。以下同じ。）を行った場合に、１月につき所定単位数を算定する。 

３ 指定障害児相談支援事業者が、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び

運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２９号。以下「指定基準」という。）第１５

条第２項第６号（同条第３項第３号において準用する場合を含む。）、第８号、第９号若し

くは第１０号から第１２号まで（同条第３項第３号において準用する場合を含む。）又は同

条第３項第２号に定める基準を満たさないで指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支

援利用援助を行った場合には、所定単位数を算定しない。 

４ 指定障害児相談支援事業者が、同一の月において、同一の障害児相談支援対象保護者に対

して指定継続障害児支援利用援助を行った後に、指定障害児支援利用援助を行った場合には、

継続障害児支援利用援助費に係る所定単位数は算定しない。 

５ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定障害児相談支援を行

った場合（注３に定める場合を除く。）に、特別地域加算として、１回につき所定単位数の

１００分の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

２ 利用者負担上限額管理加算 １５０単位 

注 指定障害児相談支援事業者が、指定基準第１３条に規定する利用者負担額合計額の管理を行っ

た場合に、１月につき所定単位数を加算する。 


